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埋蔵文化財の取扱い手続きの流れ
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土木工事などの計画 

遺跡（周知の埋蔵文化財包蔵地）の所在の有無について【照会】 ⇒ 真玉庁舎に来庁・ＦＡＸ・郵送 

※遺跡地図との照合、現地の確認踏査、工法などを検討して回答します。 

遺跡の可能性 

(遺跡の隣接･周辺地) 

遺跡の範囲内 遺跡なし 

工事着工 

発掘届（93条）の提出 

試掘調査(遺跡の有無を確認するための調査) 

遺跡なし 遺跡あり 

発掘届（93条）に対する指示 (大分県教育委員会より) 

事前協議 

発掘調査 工事立会 慎重工事 

工事等による 

遺跡の発見 

遺跡発見の届出（96条） 

工事着工 
調査体制・期間・

費用等の協議 

発掘調査の実施 

整理作業・出土

遺物の処理 

調査報告書の刊行 

工事によって、埋蔵文化財が影響を受ける場合には発

掘調査を実施することになります。現地での発掘終了

後に工事着工となります。 

なお、発掘終了後に出土品の整理作業を行い、発掘

調査報告書を刊行します。これらの報告書刊行を含む

発掘調査にかかる費用については、事業者に協力を

求めてその負担としています。 


